
岡山医学会雑誌 第118巻 September200.,pp.149-150

シ リーズ:医 療 コミュニケーシ ョン

(4)ア カウ ンタ ビ リテ ィとは①
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アカウンタビ リティの背景 とは

わが国において主 に製造業種で は

海外諸 国に類 を見 ないほ ど品質のバ

ラツキ をな くす ことを 目標 として徹

底 した品質管理 が行 われて きたこと

は周知 の事実 である.し か し,医 療

の分野 で考 えた とき,「 品質内容」の

対象 や 目的が個 々に違 い,し か も複

雑 な背景 が絡 ん でい る業務 で もあ

り,「 品質管理」とい う明確 な目標 設

定や責任意識 は,関 心 を持 った病院,

診療科 内や医師個人や患者お よび家

族等 に よって関心が払 われて きたの

みに とどまって きた.

元 来,医 療 の品質 をモニ タリング

して評価す る手法 は,米 国 において

19.8年 に ミシガ ン大学 の ドナベデ ィ

ア ン 教 授 が 開 発 し た 「Avedis

Donabedian'sModelofAssessing

QualityofCare(構 造,プ ロセス,

ア ウ トカムの追跡 と評価)」 があ る.

一方では医療保険が普及拡大す るに

つれて医療保険加入者が品質評価 を

する動 きがあ り,1972年 に制度化 さ

れ たPSRO(ProfessionalStandard

ReviewOrganization)は 公的保 険メ

デ ィケアの審査機関 として整備 され

て外科手術 の質や入院医療 その もの

の品質 を向上 させ るため に各種 の品

質標準や診療 ガイ ドライ ンを編 み出

してい る.こ う した一・連の動 向か ら,

品質 の評価 には適正指標 の設定 と標

準化 され た手法 による測 定が 目標 と

され1980年 代以降の品質管理 は,「指

標 と測 定」 が一 つのkeywordと な

った.

一方
,わ が国 においては 日本 の急

性期 医療 の在院 日数―が諸外 国に比べ

て一人 の患者が入退院な どでの病院

にかかる期 間が長期 間にわたるこ と

や,近 年,人 的要因 による医療過誤

お よび医療事故が表面化,医 師 と患

者 や患者家族 との訴訟 も以前 と比較

する と増加の一途 をた どって きてい

る.こ れは患者お よび患者 の家族の

権利意識や医療 の質に対す る意識の

高 まりが起因で もある.こ うしたこ

ともあって病院の医療 サー ビスにお

ける品質管理 に対 する諸 問題 に対す

る見直 しが寄せ られる ようになって

きた.例 えば,医 療機 関等 にお ける

同僚相互評価(PeerReview),情 報

公 開(Disclosure),治 療行為 におけ

る説明 と同意(lnformedconsent),

病 院の無駄 を省 き効率 と生産性 を高

め る マ ネ ジ メ ン ト手 法(DRG

【DiagnosisProcedureCombination】

・PPS【ProspectivePaymentSys-

tem】)等 の手法 や考 え方 な ども広 く

実施 されつつあ る.こ うした流れの

背景 には,患 者 の立場 に立 った医療

での品質管理が必要 である との考え

が導入 されつつあるこ とや,わ が国

において従 来 よ り長 きにわた って支

配 し続けて きた医師のパ ターナ リズ

ムが崩壊 しつつあるこ との現 れで も

あ り,患 者や患者 の家族 らがITを

利用 して身近 に医療情報 を入手 で き

る環境 が整備 されつつあ ることや,

自分 の意志 で医師や医療機 関に求 め

てい るものの一・つ として病院や医師

を選択 するための情報(事 前評価)

や受診後 に受 けた医療の是 非 を判 断

す るための情報(事 後評価),さ らに

は説明責任,い わゆるアカウンタビ

リテ ィ(Accountability)に ついて も

患者 が身近 に受 けるこ とが可能 とな

りつつある.

アカウ ンタビリテ ィ(Accountabi1-

ity)の 本 来 の意 味 とは,組 織,企

業,公 的機 関に所 属す る個 人の行動

や決定 内容や プロセス について,組

織及 び企業,公 的機 関 は情報 を開示

する責任義務 を負 うとい う意味であ

り,元 々は会計学か ら派生 した専 門

用語 であ り,「アカウンテ ィング+レ

スポ ンシ ビリティ」 を合体 した造語

で もある.医 療―で は 「説 明責任」 と

い う意味 として用い られている.

海外 では,欧 米諸国で は患者 お よ

び患者家族 との コ ミュニケーシ ョン

伝達 ・情報 についての研 究の歴史 が

あるが1-8),さ らに発展 的研 究 として

説 明責任 についての コ ミュニヶ一シ

ョンの在 り方や個 人お よび診療科 目

や病 院全体 の情報 管理,個 人情報 の

背 景 で あ るprivacy理 論 へ と及 ん

でいる研究が近年多 く見受 け られる

ようになって きた.

元来,privacyの 概念 については,

Gabionが,他 者 に よる個人情報 に対

す るアクセス を制 限する能力 と関係

づ けて,privacyを 「どの程度他 人

に 自分 の こ とを知 られ るか(秘 密

性),ど の程度他人 か らアクセス され

るか(孤 立性),ど の程度 わ れわれ

(自分 自身や家族が)他 人の興味や
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関 心 の対象 とな って い るか(匿 名

性)」とい う事柄 に関わ るもの と定義

してい る9).

また,Confidentiality(守 秘)に つ

い て は,Sheriが 「医療 情報:ア ク

セス,守 秘,よ き実践」 と題 して情

報化時代 にお ける患者の プライバ シ

ー(privacy)と 医療従 事 者 の守秘

(confidentiality)義 務 とを論 じてい

る.具 体的 には,患 者のニーズ に応

え られる医療 を提 供す るため に医療

情報 の電子 ・IT化 の促進 と,医 療情

報(healthcareinformation)の 漏洩

に よる患者 のプライバ シーの侵 害 を

阻止す る ことを どのように して両 立

させ るか,情 報化 時代 におけ る患者

のprivacyと 全 て の 医療 従 事 者 の

confidentialityの 義務 につ いて論 じ

られてい る10).医 療現場 におけ る守

秘 とは,正 確 な診 断,治 療行為,社

会復帰 のための リハ ビリテー シ ョン

行為 に とっては大 変重要 なことであ

る.ア カウンタビリテ ィ(説 明責任)

と守秘責任 とは医 療 でい うイ ンフオ

ーム ド ・コンセ ン トともつ なが って

いる.さ らにはが んな どの難病 に対

す る告知 の徹底,終 末期医療や遺伝

診 断のあ り方,新 薬治験への参加,

臓器移植,カ ルテ開示 などで,イ ン

フオーム ド ・コ ンセ ン トや アカウン

タビリテ ィの遵守 が今後,求 め られ

ることにな るであろう.な お,米 国

科学 アカデ ミーが1976年 が プライマ

リー ケ ア の 定 義 と して 発 表 した

「A.C.C.C.A.」 に も accountability

は含 まれているので参考 にされたい

(表1).

い ず れ にせ よ,accountabilityが

示す もの には時代 や社会が医療 に求

める要求 に合 致する もので もあ り,

米 国ではaccountabilityを 銘記 した

医療 に関す る連邦法 が制定 されてい

る(図1).そ れ に伴 うメ リッ トやデ

メ リッ ト,リ ス クな ども生 じてい る

のが実状で もあ るが,次 号 に譲 りた

い.
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表1米 国科 学 ア カデ ミー 「プ ライ マ リーケ アの定 義」1976年

A.C.C.C.A.(プ ラ イ マ リー ケ ア の 定 義 米 国科 学 ア カ デ ミ ー1976年)よ り

「医療保険の携行性 と責任に関す る法律」1996年 制定 米連邦法

図1[医 療保険の携行性 と責任に関する法律」1996年制定 米

連邦法
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